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【あ行】 

赤潮（P11） 

赤潮とは、植物プランクトン等の微生物が海

中で異常繁殖し、海水が変色する現象のことを

言います。中でも、魚介類に悪影響を与えるも

のは有害赤潮と呼ばれ、全国的にも漁業に甚大

な被害を引き起こしています。 

 

悪臭防止法（P35） 

  工場その他の事業場における事業活動に伴って

発生する悪臭について必要な規制を行い、その

他悪臭防止対策を推進することにより、生活環

境を保全し、国民の健康の保護に資することを

目的とした法律。同法では都道府県知事（市に

おいては市長）が規制地域の指定及び規制基準

の設定を行うこととしている。また、平成12年

５月に改正され、臭気測定業務従事者（臭気判

定士）制度や事故時の措置について規定されま

した。 

 

アスベスト（P32） 

「石綿」参照。 

 

石綿（P32） 

石綿（アスベスト）は、天然鉱物で、その繊

維が極めて細いため、研磨機、切断機などの使

用や、吹付け石綿などの除去等において適切な

措置を行わないと石綿が飛散して人が吸い込

んでしまうおそれがあります。以前はビルの建

築工事において、保温断熱の目的で石綿を吹き

つける作業が行われていましたが、昭和50年に

原則禁止されました。 

石綿は、そこにあること自体が直ちに問題で

はなく、飛び散ること、吸い込むことが問題と

なるため労働安全衛生法、大気汚染防止法、廃

棄物の処理及び清掃に関する法律などで飛散

予防対策が図られています。 

 

一酸化炭素（CO)（P29） 

燃料等の不完全燃焼により生じ、自動車が主

な発生源とされています。COは血液中のヘモ

グロビンと結合して酸素運搬機能を阻害する

等の健康への影響のほか、温室効果のあるメタ

ンの寿命を長くします。 

 

一般環境大気測定局（P29） 

大気の汚染状況を常時監視する測定局。 

 

エコファーマー（P10） 

「持続農業法」に基づき、たい肥などで土づ

くりを行った水田や畑で、化学肥料（窒素成分）

や化学農薬の使用量を本県における標準的な

使用量の７割以下に抑えて農産物を栽培する

農業者のうち、県知事の認定を受けた方をいい

ます。 

 

エコロジー農産物（P10） 

「エコファーマー」が、化学肥料（窒素成分）

と化学農薬の使用量を本県における標準的な

使用量の「半分以下」で栽培した農産物で、県

知事の推奨を受けた環境にやさしい農産物で

す。使用量が半分以下のものを「５割以上減」、

使用していないものを「不使用」と区分して推

奨しています。 

なお、平成26年３月から、「不使用」区分の

化学肥料の使用については、窒素成分だけでな

く、化学肥料や土壌改良資材を使用しないこと

（有機JAS制度で使用が認められているものを

除く）を要件としています。 

 

エネルギー基本計画（P53） 

エネルギー基本計画は、エネルギー政策基本

法（2002年（平成14年）公布・施行）に基づき、

エネルギー需給に関して総合的に講ずべき施策

などについて、政府が策定します。平成26年４月

に閣議決定された第４次エネルギー基本計画は、

従来の「安定供給」「経済性」「環境」の視点に

加え、「安全性」を考慮して策定されました。 

 

 

参考資料〔用語解説〕 
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オゾン層（P56） 

強い紫外線による光化学反応で、成層圏に達

した酸素（O2）がオゾン（O3）に変わり形成さ

れたオゾン濃度の高い大気層で、地上から20～

25㎞に存在します。オゾンは生物に有害な波長

を持つ紫外線を吸収します。近年、極地上空で

オゾン濃度が急激に減少している現象が観測

され、フロンガス等によるオゾン層破壊が問題

となっています。 

 

オゾン層を破壊する物質に関するモントリオー

ル議定書（P56） 

国際的に協調してオゾン層保護対策を推進す

るため、オゾン層破壊物質の生産削減等の規制

措置等を定めた法律。1987年（昭和62年）に採

択され、日本は1988年（昭和63年）に締結しま

した。当初の予想以上にオゾン層破壊が進行し

ていること等を背景として、これまで６度にわ

たり規制対象物質の追加や規制スケジュールの

前倒し等、段階的に規制強化が行われています。 

 

温室効果ガス（P49） 

大気を構成する気体であって、赤外線を吸収

し再放出する気体。京都議定書では、二酸化炭

素、メタン、一酸化二窒素、ハイドロフルオロ

カーボン、パーフルオロカーボン、六ふっ化硫

黄、三ふっ化窒素の７物質が温室効果ガスとし

て削減対象となっています。 

 

【か行】 

カーボンニュートラル（P11） 

木材や農産物などは、炭素同化作用があり、

光合成の過程で空気中の二酸化炭素を固定し

ます。林地残材や農業廃棄物をエネルギーとし

て利用する時、燃焼などにより二酸化炭素が排

出されますが、植林や農作業により再び大気中

の二酸化炭素は吸収されます。このように、二

酸化炭素の排出と吸収がプラスマイナスゼロ

のことをいいます。 

 

外因性内分泌攪乱化学物質（環境ホルモン）（P36） 

いわゆる環境ホルモンのことをいい、動物の

生体内に取り込まれた場合に、本来、その生体

内で営まれている正常なホルモン作用に影響

を与える外因性の物質のこと。環境中に存在す

る化学物質が動物の体内のホルモン作用を攪

乱することを通じて、生殖機能を阻害したり、

悪性腫瘍を引き起こすなどの悪影響を及ぼす

可能性があると指摘されています。 

 

貝毒（P11） 

イワガキ等の二枚貝が有毒プランクトンを

餌として食べることで体内に毒素を蓄積させ、

これを食べた人が中毒症状を起こす現象のこ

とを言います。症状により麻痺性貝毒、下痢性

貝毒等に分けられます。 

 

化学的酸素要求量（P17） 

「COD」参照。 

 

家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に

関する法律（家畜排せつ物法)（P70） 

畜産業を営む者による家畜排せつ物の管理

に関し必要な事項を定めるとともに、家畜排せ

つ物の処理の高度化を図るための施設の整備

を計画的に促進する措置を講ずることにより、

家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進

を図り、もって畜産業の健全な発展に資するこ

とを目的とする法律。 

 

環境アドバイザー（P81） 

（公財）しまね自然と環境財団理事長が、環

境に関する広範囲かつ専門的な知識や豊富な

経験を有する人材として、認定・委嘱した人の

こと。環境アドバイザーは県民や事業者等の環

境保全活動に関し、相談・助言を行うことが期

待されています。 

 

環境影響評価（P83） 

道路、ダム事業など、環境に著しい影響を及

ぼす恐れのある行為について、事前に環境への

影響を十分調査、予測、評価して、その結果を

公表して地域住民等の関係者の意見を聞き、環

境配慮を行う手続の総称。 

 

 



－91－ 

環境家計簿（P51） 

環境に負荷を与える行動を記録するため、家庭

における電力、ガス、水道などのエネルギーや廃

棄物の排出量等を定期的に記録する帳簿のこと。

必要に応じて点数化し、収支決算のように一定期

間の集計を行い、生活行動を環境に配慮した行動

へと改善していくために用いられます。 

島根県版を、「エコライフチャレンジしまね」

といいます。 

 

環境基準（P17） 

環境基本法に基づき政府が設定する、人の健

康を保護し、生活環境を保全する上で、維持さ

れることが望ましい基準のこと。現在、大気汚

染、騒音、航空機騒音、新幹線鉄道騒音、水質

汚濁、地下水の水質汚濁、土壌汚染、ダイオキ

シン類による大気の汚染・水質の汚濁及び土壌

の汚染に係る環境基準が定められています。 

 

環境基本法（P17） 

環境の保全について、基本理念を定め、並び

に国、地方公共団体、事業者及び国民の責務を

明らかにするとともに、環境の保全に関する施

策の基本となる事項を定めることにより、環境

の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推

進し、もって現在及び将来の国民の健康で文化

的な生活の確保に寄与するとともに人類の福

祉に貢献することを目的とする法律。 

 

環境マネジメントシステム（P50） 

事業者等が自主的に環境保全に関する取組

を進めるにあたり、環境方針や環境目標等を設

定し、これらの達成に向けて構築した組織体制、

計画活動、責任、業務、手順等のシステムのこ

と。この国際規格として国際標準化機構（ISO）

が定めたISO14001があります。 

 

環境リスク（P36） 

化学物質が大量に生産され、消費されること

により、人間や生態系が複雑な経路を通じて長

期間にわたり、微量の化学物質に暴露されるこ

とから生じる健康と環境に対する悪影響をお

よぼすおそれ（可能性）のこと。 

間伐（P９） 

育成段階にある森林において樹木の混み具

合に応じて育成する樹木の一部を伐採（間引き）

し、残存木の成長を促進する作業。この作業に

より生産された丸太が間伐材。一般に、除伐後

から、主伐までの間に育成目的に応じて間断的

に実施します。 

 

国等による環境物品等の調達の推進等に関する

法律（グリーン購入法)（P52） 

環境への負荷の少ない持続的発展が可能な

社会を構築するため、国等の公的部門が契約を

する際に、価格だけでなく、温室効果ガス等の

排出等、環境への負荷をも考慮すること等を目

的とする法律。平成13年施行。 

 

グリーン購入（P52） 

商品やサービスを購入する際に、価格・機能・

品質等だけでなく、環境の視点を重視し、環境

に与える影響のできるだけ少ないものを選んで

優先的に購入すること。グリーン調達も同義。 

 

グリーン製品（P61） 

製造や使用に際して、環境への影響がすくな

くなるように設計された製品。 

 

景観アドバイザー（P13） 

市町村等によるまちづくりなどに関連する

地域づくりの際に、県が景観に関する助言を行

うことを認定した人のこと。 

 

景観法（P13） 

都市、農山漁村等における良好な景観の形成

を図るため、良好な景観の形成に関する基本理

念及び国等の責務を定めるとともに、景観計画

の策定、景観計画区域、景観地区等における良

好な景観の形成のための規制等所要の措置を

講ずる日本で初めての景観についての総合的

な法律。 

 

健康項目（P17） 

水質汚濁物質の中で、人の健康に有害なもの

として定められた項目。環境中の濃度について
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は、「人の健康の保護に関する環境基準」が設

けられてあり、すべての公共用水域に適用され

る。カドミウム、全シアン、鉛、六価クロム、

砒素、総水銀、アルキル水銀、PCB等27項目が

定められています。また、要監視項目としてク

ロロホルム等27項目が設定されています。 

 

光化学オキシダント（Ox)（P29） 

大気中の窒素酸化物や炭化水素などが、太陽

光線（紫外線）によって光化学反応を起こして

作られるオゾン等の酸化性物質。光化学スモッ

グの主な原因とされています。 

 

国土利用計画法（P84） 

公共の福祉を優先させ、自然環境の保全を図

りつつ、地域の自然的、社会的、経済的及び文

化的条件に配慮して、健康で文化的な生活環境

の確保と国土の均衡ある発展を図ることを基

本理念とし、総合的かつ計画的な国土の利用を

図ることを目的とした法律。 

 

湖沼水質保全計画（P18） 

湖沼水質保全特別措置法に基づき、特に緊要

な対策が必要として環境大臣が指定した指定

湖沼（現在、琵琶湖、霞ヶ浦等11湖沼）ごとに、

関係都道府県知事が環境大臣との協議により

策定します。COD（化学的酸素要求量）、全り

ん及び全窒素（排水規制対象湖沼のみ）につい

て水質改善目標値を設定し、湖沼の水質保全に

資する事業に関する方針、水質保全に資する事

業に関すること、規制その他の措置に関するこ

と等を定めています。 

 

湖沼水質保全特別措置法（P18） 

湖沼は閉鎖性の水域であり、汚濁物質が蓄積

しやすいため、水質汚濁防止法に基づく諸対策

のみでは環境基準の達成が難しいことから、湖

沼の水質保全を総合的に推進するために制定

された法律。 

 

こどもエコクラブ（P80） 

1995年に、当時の環境庁が環境教育、環境学

習に関する施策の一つとして、子どもたちが主

体的に行う環境問題に関する学習や取組を支

援することを目的として発足したクラブのこと。 

 

【さ行】 

酸性雨（P57） 

工場等からの排煙や自動車排出ガス等に含

まれる硫黄酸化物や窒素酸化物が大気中で太

陽光線、炭化水素、水分などの影響を受け酸化

し、雨滴に取り込まれることにより、強い酸度

の雨水として降下したもの。通常、PH（水素

イオン濃度）5.6以下の雨を酸性雨といいます。 

 

産業廃棄物（P59） 

事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え

がら、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラ

スチックなど20種類の廃棄物をいいます。大量

に排出され、また、処理に特別な技術を要する

ものが多く、廃棄物処理法の排出者責任に基づ

きその適正な処理が図られる必要があります。 

 

COD（P21） 

化学的酸素要求量のこと。湖沼や海域におけ

る水中の有機物による汚濁の程度を示す代表

的な指標。有機物等の量を過マンガン酸カリウ

ム等の酸化剤で酸化するときに消費される酸

素量をmg/Lで表したもの。数値が大きいほど有

機物が多いことを示します。 

 

ジオパーク（P４） 

地球や大地を意味する「ジオ」と公園を意味

する「パーク」を合わせた造語で、優れた価値

を持つ地質遺産だけでなく、歴史や文化、生態

系などを含む総合的な公園。 

 

自然環境保全地域（P１） 

ほとんど人の手が加わっていない原生の状

態が保たれている地域やすぐれた自然環境を

維持している地域であって、自然環境保全法及

び県自然環境保全条例に基づき指定された地

域のこと。 

 

自然公園（P１） 

優れた自然の風景地として、自然公園法及び
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県立自然公園条例に基づき指定された地域。自

然公園の区域内では、様々な規制により自然を

保護する一方、多くの人々に豊かな自然とふれ

あい、自然の大切さについて、理解を深めても

らうよう利用の増進も図られています。 

 

下刈り（P９） 

植栽した苗木の生育を妨げる雑草や灌木を

刈り払う作業。一般に植栽後の数年間、毎年、

春から夏の間に実施します。 

 

自動車排出ガス測定局（P30） 

自動車排出ガスによる大気汚染の影響を受

けやすい交差点、道路、道路端付近で大気状況

を常時監視する測定局です。 

 

しまねグリーン製品（P61） 

循環資源を利用した製品の普及・利用促進を

図るため「しまねグリーン製品認定制度」で認

定された製品。 

循環資源の再資源化を推し進め、廃棄物の発

生を抑制し、循環型社会の形成及び地球温暖化

の防止を図ると同時に環境に配慮した県産品

を育成しています。 

 

循環型社会（P62） 

大量生産・大量消費・大量廃棄型の社会に代

わるものとして提示された概念。循環型社会基

本法では、第一に製品等が廃棄物等となること

を抑制し、第二に排出された廃棄物等について

はできるだけ資源として適正に利用し、最後に

どうしても利用できないものは適正に処分す

ることが徹底されることにより実現される、

「天然資源の消費が抑制され、環境への負荷が

できる限り低減された社会」としています。 

 

循環資源（P61） 

循環型社会基本法で定義されたものであり、

廃棄物等（無価物である廃棄物及び使用済製品

等や副産物等で有価のもの）のうち有用なもの

を指します。実態的には「廃棄物等」はすべて

有用なものとしての可能性を持っていること

から、廃棄物等と同等であるといえます。有

価・無価という違いを越えて廃棄物等を一体的

に捉え、その発生抑制と循環的利用（再使用、

再生利用、熱回収）を推進するために考案され

た概念です。 

 

自排局（P29） 

「自動車排出ガス測定局」参照。 

 

振動規制法（P34） 

工場及び事業場における事業活動並びに建

設工事に伴って発生する相当範囲にわたる振

動について必要な規制を行なうとともに、道路

交通振動に係る要請の措置を定めること等に

より、生活環境を保全し、国民の健康の保護に

資することを目的とした法律。 

 

水資源のかん養（P９） 

樹木、落葉及び森林土壌の働きにより、降水

を効果的に地中に浸透させ、長期にわたり貯

留・流下することにより、洪水調整、渇水緩和

等河川流量の平準化を図るなどの森林が有し

ている機能のこと。また、農林業のうち、特に

水田が有する保水・防災機能のこと。水田は広

い面積に長期間水をためることによって効率

よく水を土中に浸透させるため、かん養された

地下水は浄化され、長い時間をかけて河川に還

元され、河川流量の安定化に役立っています。 

 

水質汚濁防止法（P25） 

公共用水域及び地下水の水質の汚濁を防止

し、国民の健康を保護するとともに生活環境の

保全を図るため、事業場からの排出水の規制・

生活排水対策の推進・有害物質の地下浸透規制

等が盛り込まれている法律。また、同法におい

ては、閉鎖性水域に対して、汚濁負荷量を全体

的に削減しようとする水質総量規制が導入さ

れています。 

 

生物化学的酸素要求量（P17） 

「BOD」参照。 

 

生活環境項目（P17） 

河川、湖沼、海域ごとに利用目的に応じた水
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域類型を設けてそれぞれ生活環境を保全する

等の上で維持されることが望ましい基準値を

定めています。 

 

絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関

する法律（P６） 

絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存

を図ることにより良好な自然環境を保全する

ことを目的とした法律。 

 

騒音規制法（P34） 

工場及び事業場における事業活動並びに建

設工事に伴って発生する相当範囲にわたる騒

音について必要な規制を行なうとともに、自動

車騒音に係る許容限度を定めること等により、

生活環境を保全し、国民の健康の保護に資する

ことを目的とした法律。 

 

騒音に係る環境基準（P33） 

騒音に係る環境上の条件について、生活環境

を保全し、人の健康の保護に資する上で維持さ

れることが望ましい基準で、地域の類型及び時

間の区分ごとに指定されます。航空機騒音、鉄

道騒音及び建設作業騒音を除く一般騒音に適

用されます。 

 

【た行】 

ダイオキシン類（P36） 

ダイオキシン類対策特別措置法では、ポリ塩

化ジベンゾ－パラ－ジオキシン（PCDD）とポ

リ塩化ジベンゾフラン（PCDF）に加え、同様

の毒性を示すコプラナーポリ塩化ビフェニル

（コプラナーPCB）と定義しています。生殖、

脳、免疫系などに対して生じ得る影響が懸念さ

れており、研究が進められていますが、日本に

おいて日常の生活の中で摂取する量では、急性

毒性や発がんのリスクが生じるレベルではな

いと考えられています。なお、これらの物質は

炭素・水素・塩素を含むものが燃焼する工程な

どで意図せざるものとして生成されます。 

 

ダイオキシン類対策特別措置法（P36） 

平成11年７月に議員立法により制定された

ダイオキシン類対策に係る法律。ダイオキシン

類による環境汚染の防止や、その除去などを図

り、国民の健康を保護することを目的に、施策

の基本とすべき基準（耐容一日摂取量及び環境

基準）の設定、排出ガス及び排出水に関する規

制、廃棄物処理に関する規制、汚染状況の調査、

汚染土壌に係る措置、国の削減計画の策定など

が定められています。 

 

大気汚染防止法（P29） 

工場及び事業場における事業活動並びに建

築物等の解体等に伴うばい煙、揮発性有機化合

物及び粉じんの排出等を規制し、有害大気汚染

物質対策の実施を推進し、並びに自動車排出ガ

スに係る許容限度を定めること等により、国民

の健康を保護するとともに生活環境を保全し、

並びに健康被害が生じた場合における事業者

の損害賠償の責任について定めることにより、

被害者の保護を図ることを目的とした法律。 

 

地球温暖化（P49） 

人間の日常生活や事業活動に伴い排出される

二酸化炭素等の温室効果ガスが原因で地球の平

均気温が上がること。温暖化によって、生態系

の変化、豪雨や干ばつの増加、海面上昇による

土壌浸食、水資源や食糧生産の減少などの深刻

な影響がもたらされると考えられています。日

本は温室効果ガスの総排出量を2013年に対し

2030年までに26％削減する義務があります。 

 

窒素酸化物（NOx)（P29） 

一酸化窒素（NO）と二酸化窒素（NO2）とを

合わせたものです。二酸化窒素は高濃度で呼吸

器に影響を及ぼすほか、酸性雨及び光化学オキ

シダントの原因物質になると言われています。 

 

中国自然歩道（長距離自然歩道)（P３） 

自然の中を歩くことにより、地域の豊かな自

然や歴史、文化に親しんでもらい、あわせて自

然保護に対する意識を高めてもらおうという

趣旨で、環境省が路線決定し、都道府県や市町

村が整備・管理している歩道。 

８圏域（東海・九州・中国・四国・首都圏・
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東北・中部北陸・近畿）で昭和45年から順次整

備され、現在整備中の北海道自然歩道と東北太

平洋岸自然歩道が完成すると、全国ネットワー

クが完成。 

 

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関す

る法律（P６） 

鳥獣の保護管理を図るための事業を実施す

るとともに、鳥獣による被害を防止し、併せて

猟具の使用に係る危険を予防することにより、

鳥獣の保護管理と狩猟の適正化を図ることを

目的とした法律。 

 

TJ（テラジュール)（P49） 

「J（ジュール）」は、エネルギー量を表す

標準の単位。１Jは日常的なエネルギー量に比

べて極めて小さく、１兆倍を意味するT（テラ）

という補助単位を用いて表しています。 

（熱量換算例：電力１kWh＝3,600,000J=3.6MJ 

（メガジュール）、1,000MJ＝１GJ（ギガジュー

ル）、1,000GJ＝１TJ） 

 

特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管

理の改善の促進に関する法律（P36） 

事業者による化学物質の自主的な管理の改

善を促進し、環境保全上の支障の未然防止を図

ることを目的とした法律。環境への排出量の把

握等を行うPRTR制度及び事業者が化学物質の

性状及び取扱いに関する情報（MSDS）を提供

する仕組み等が導入されました。 

 

特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施

の確保等に関する法律（P56） 

オゾン層を破壊したり地球温暖化に深刻な

影響をもたらすフロン類の大気中への排出を

抑制するため、特定製品に使用されているフロ

ン類の回収及び破壊を実施するための措置等

を定めた法律。平成18年６月に改正され、機器

の廃棄時にフロン類の回収行程を管理する制

度が導入されたほか、整備時の回収義務の明確

化等が盛り込まれ、平成19年10月１日に施行さ

れました。平成25年６月に改正され、「フロン

類の使用の合理化及び管理の適正化に関する

法律」と名称が改められました。改正法につい

ては、同法参照。 

 

土壌汚染対策法（P27） 

土壌汚染対策の実施を図り、国民の健康を保

護することを目的として、土壌の特定有害物質

による汚染の状況の把握に関する措置及びそ

の汚染による人の健康被害の防止に関する措

置を定めた法律。 

 

【な行】 

二酸化硫黄（SO2)（P29） 

硫黄分を含む石油や石炭の燃焼により生じ、

かつての四日市ぜんそくなどの公害病や酸性

雨の原因となっています。 

 

二酸化窒素（NO2)（P29） 

「窒素酸化物（NOx）」参照。 

 

農業集落排水施設（P23） 

農業集落において農業用排水の水質保全等

を目的として、し尿や生活雑排水等を処理する

施設のことで、概ね千人以下の規模で事業が実

施されます。 

 

農用地の土壌の汚染防止等に関する法律（P27） 

農用地のカドミウム等による土壌汚染防止

及び対策についての国及び地方公共団体の責

務を明らかにするとともに、人の健康を損なう

おそれがある農畜産物が生産され、又は農作物

の生育が阻害されることを防止することが目

的とした法律。鉱山の廃水等に由来した重金属

類による農用地汚染等が原因と考えられる健

康被害（イタイイタイ病）や作物の生育阻害が

大きな問題となったことから制定されました。 

 

【は行】 

ばい煙（P33） 

物の燃焼等に伴い発生する硫黄酸化物、ばい

じん（いわゆるスス）、有害物質（カドミウム

及びその化合物、塩素及び塩化水素、弗素、弗

化水素及び弗化珪素、鉛及びその化合物、窒素

酸化物）をいいます。大気汚染防止法では、33
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の項目に分けて、一定規模以上の施設が「ばい

煙発生施設」として定められています。 

 

バイオマス（P61） 

再生可能な生物由来の有機性資源で化石資

源を除いたもの。廃棄物系バイオマスとしては、

家畜排せつ物、食品廃棄物、建設発生木材、下

水汚泥などがあります。また、未利用系バイオ

マスとして、林地残材などがあります。主な活

用方法としては、農業分野における飼肥料とし

ての利用や汚泥のレンガ原料としての利用が

あるほか、燃焼して発電を行ったり、アルコー

ル発酵、メタン発酵などによる燃料化などのエ

ネルギー利用などもあります。 

 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律（P67） 

廃棄物の排出を抑制し、その適正な分別、保

管、収集、運搬、再生、処分等の処理をするこ

とを目的とした法律で、廃棄物処理施設の設置

規制、廃棄物処理業者に対する規制、廃棄物処

理基準の策定等を内容としています。 

 

ばいじん（P38） 

工場・事業場から発生する粒子状物質のうち、

燃料その他の物の燃焼等に伴い発生する物質。 

 

BOD（P17） 

生物化学的酸素要求量のこと。河川の汚染の

度合いを示す指標で、水中の有機物等の汚染源

となる物質が微生物により無機化されるとき

に消費される酸素量をmg/Lで表したもの。数値

が大きいほど汚染が進んでいることを示しま

す。 

 

東アジア酸性雨モニタリングネットワーク（P57） 

東アジア地域における酸性雨の現状やその

影響を解明するとともに、この問題に対する地

域協力体制の確立を目的として、各国の自主的

な参加、貢献の下で設立されているネットワー

ク。参加国は共通の手法を用いて酸性雨のモニ

タリング（湿性沈着、乾性沈着、土壌・植生、

陸水の４分野）を行っており、得られたデータ

はネットワークセンターに集積され、解析、評

価及び提供がなされています。また、データの

質の向上のため、精度保証・精度管理活動等も

推進しています。事務局は国連環境計画（UNEP）

が指定されており、アジア太平洋地域資源セン

ター（バンコク）においてその活動を行ってい

ます。また、ネットワークセンターには、（財）

日本環境衛生センター・アジア大気汚染研究セ

ンター（新潟県）が指定されています。現在の

参加国は、カンボジア、中国、インドネシア、

日本、韓国、ラオス、マレーシア、モンゴル、

ミャンマー、フィリピン、ロシア、タイ及びベ

トナムの13か国。 

 

微小粒子状物質（PM2.5)（P30） 

大気中に浮遊する粒子状物質で、粒径が2.5

μm以下のものをいいます。 

PM2.5は、肺の奥まで入りやすく、肺がん・

呼吸系への影響に加え、循環器系への影響が懸

念されています。 

 

非特定汚染源（P26） 

工場・事業場や家庭からの排水などと異なり、

汚濁物質の排出ポイントが特定しにくく、面的

な広がりをもつ市街地、農地、山林等の地域を

発生源とする負荷や降雨等に伴って大気中か

ら降下してくる負荷のこと。 

 

貧酸素水塊（P11） 

水中の溶存酸素濃度が極めて低い水塊。汽水

湖では塩分躍層の存在により上層からの溶存

酸素の供給が絶たれやすいため、下層に滞留し

た高塩分水がそのまま貧酸素水塊となりやす

いことが知られています。 

 

浮遊粒子状物質（SPM)（P29） 

大気中に浮遊する粒子状物質で粒径が10μm

以下のものをいいます。SPMは、微小のため、

大気中に長時間滞留し、肺や気管などに沈着し

て高濃度で呼吸器に悪影響を及ぼします。 

 

フロン（P56） 

メタン、エタン等の炭化水素にフッ素及び塩

素が結合した化合物の総称のこと。フロンは冷
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蔵庫等の冷媒やスプレーの噴射剤等に用いら

れ、大気中に放出されてもそのまま蓄積される

ため、地球のオゾン層を破壊する原因であると

指摘されています。 

 

フロン回収・破壊法（P56） 

「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の

実施の確保等に関する法律」の略称。同法参照。 

 

フロン排出抑制法（Ｐ56） 

「フロン類の使用の合理化及び管理の適正

化に関する法律」の略称。同法参照。 

 

フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関

する法律（Ｐ56） 

平成25年６月に「特定製品に係るフロン類の

回収及び破壊の実施の確保等に関する法律（フ

ロン回収・破壊法）」が改正され、名称も「フ

ロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関

する法律」と改められました。同法は平成27年

４月に施行され、これまでのフロン類の回収・

破壊に加え、フロン類製造から廃棄までのライ

フサイクル全体にわたる包括的な対策が取ら

れるよう、機器使用時におけるフロン類の漏え

い防止等が新たに義務化されました。 

 

粉じん（P32） 

物の破砕やたい積等により飛散する物質を指

します。このうち、大気汚染防止法では、人の

健康に被害を生じるおそれのある物質を「特定

粉じん」（現在アスベストが指定）、それ以外

の粉じんを「一般粉じん」として定めています。 

 

保安林（P９） 

水源のかん養等特定の公共目的を達成する

ため、農林水産大臣又は都道府県知事によって

指定される森林。伐採や土地の形質の変更が制

限されます。 

 

【ま行】 

モニタリング（P10） 

大気、水質、騒音、地盤沈下や植生・生物の

状況を監視・調査すること。 

モントリオール議定書（P56） 

「オゾン層を破壊する物質に関するモント

リオール議定書」参照。 

 

【や行】 

容器包装リサイクル法（容器包装に係る分別収集 

及び再商品化の促進等に関する法律)（P64） 

平成７年法律第112号。一般廃棄物の減量及

び再生資源の利用を図るため、家庭ごみの大き

な割合を占める容器包装廃棄物について、消費

者は分別して排出する、市町村は分別収集する、

容器を製造する又は販売する商品に容器包装

を用いる事業者は再商品化を実施するという

新たな役割分担を定めた法律。 

 

有害大気汚染物質（P31） 

古くから問題となり規制の対象とされてき

た硫黄酸化物（SOx）や窒素酸化物（NOx）な

どの大気汚染物質以外の、大気中に微量に存在

する種々の有害な物質および物質群の総称。一

般に大気中濃度が微量で急性影響は見られな

いものの、長期的に暴露されることにより健康

影響が懸念されるもの。日本の「大気汚染防止

法」では「継続的に摂取される場合には、人の

健康を損なうおそれがある物質で大気の汚染

の原因となるもの」と定義されています。 

 

【ら行】 

ラムサール条約（P８） 

正式名称は「特に水鳥の生息地として国際的

に重要な湿地に関する条約」。1971年（昭和46

年）に採択、1975年（昭和50年）に発効し、日

本は1980年（昭和55年）に加入。国際的に重要

な湿地の保全及びそこに生息、生育する動植物

の保全、適正な利用を推進することを目的とし

ています。 

 

リユース食器（P60） 

１回使うだけでごみになる使い捨て容器（紙

コップ、紙皿、発砲スチロール製どんぶり等）

の替わりに使用する、繰り返し洗って再使用（リ

ユース）する食器やカップ、お箸類などの総称。 

「使い捨てのライフスタイルを見直し、もの
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を大切に使う心を伝える」リユースの代表的な

取組。 

 

レッドデータブック（P５） 

絶滅の恐れのある野生生物を選定し、それぞ

れの種の絶滅危険度を評価したカテゴリー分

けを行い、生態や分布、保全状況、影響を与え

ている要因等の情報を記載した図書のこと。 

国際自然保護連合（ＩＵＣＮ）、環境省、都

道府県等が発行したものがある。 


